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　　雇用保険法施行規則第44条第2項・第3項（第62条・第65条・第65条の5・第69条・第101条の2・第101条の2の15・
　第101条の10・第101条の20・第102条・附則第32条において準用する場合を含む。）の規定により上記のとおり届けます。

令和       年       月       日

公共職業安定所長　　　　　　　　　殿地 方 運 輸 局 長 届出者氏名

支 給 番 号 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

〒

（総合）   　　　　　　　　　　　－

（ゆうちょ銀行以外）
4

5

6.

5.公金受取口座利用希望
 マイナポータルにおいて
登録した口座を利用する

場合に「１」を記入

マイナポータルに登録されている公金受取口座への振込を新たに希望される方は、左欄にチェックしてください。

※公金受取口座への振込を希望する場合、個人番号を基に情報照会を行うことに同意したものとみなします。
※公金受取口座への振込を希望し、上記にチェックを入れた場合は、以下の金融機関情報について記載の必要はありませんが、記載
　があった場合には、以下の金融機関情報への振込を優先します。
※マイナポータルに登録されている公金受取口座に変更が生じた際は、速やかに「払渡希望金融機関変更届」を安定所に提出してく
　ださい。安定所への届出がなされない場合、変更前の口座へ振り込まれることとなります。

マイナポータルに登録されている公金受取口座に変更が生じ、変更後の公金受取口座への振込を希望される方は、左欄にチェ
ックしてください。

※雇用保険の給付金を複数受給している場合、この届の届出により、すべての給付金の払渡し先が指定・変更されます。
　給付金ごとに払渡し先を指定・変更することはできません。



１　指定の届出をするときは、「変更」の文字を抹消し、変更の届出をするときは、「指定」
　の文字を抹消すること。
２　１欄及び３欄の「フリガナ」は、カタカナで正確に記載すること。
３　３欄には、失業等給付の払渡しを希望する金融機関（ゆうちょ銀行を含む。）の名称及
　び店舗名（ゆうちょ銀行の場合は名称のみ）をはっきり記載すること。
４　４欄又は５欄には、あなたの本人名義の通帳の記号（口座）番号を間違いのないよう記載す
　ること。
５　この届の提出と同時にあなたの本人名義の通帳、キャッシュカードその他の払渡希望金
　融機関の口座情報を確認できるものを提出すること（公金受取口座の利用を希望するとき
　は不要）。
６　公金受取口座の利用を希望するときは、あらかじめ、下記の手続を完了していること。
　　・マイナポータルにおいて、公金受取口座を登録していること。
　　・公共職業安定所長に個人番号を届け出ていること。
７　マイナポータルに登録されている公金受取口座を変更した場合、速やかに「払渡希望金
　融機関変更届」を安定所に提出すること。（安定所に登録された口座は自動的に変更され
　ず、変更の都度、安定所に申出が必要。）
８　※印欄には、記載しないこと。

注　意

様式第18号（第44条関係）（第2面）


